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１　試験検査業務
　平成30年４月に食品衛生検査所が組織統合によ
り廃止になり、衛生化学部門では、従来食品衛生検査
所で行っていた業務の一部を行うこととなった。

（1）　食品添加物の検査
　保健所東部生活衛生課及び西部生活衛生課（何れ
も保健福祉局。以下略）、並びに学校保健課（教育委
員会。以下略）の依頼により、延べ495件について保
存料等の食品添加物の検査を行った。添加物の種類
毎の検査件数については表１のとおり。
　保存料・甘味料について２件の基準超過があり、
着色料１件について表示不備があった。

（2）　食品中の有害物質等の検査
①　貝　毒
　保健所東部生活衛生課の依頼により、アサリ、シジ
ミ等二枚貝５検体の麻痺性貝毒の検査を行った。い
ずれも基準を満足していた。
②　残留動物用医薬品
　保健所東部生活衛生課及び学校保健課の依頼に
より、延べ63件について残留動物用医薬品の検査を
行った。食品の種類毎の検査件数については表１の
とおり。結果は全て基準を満足していた。
　ア　鶏卵及び鶏肉の検査項目
　　�　スルファメラジン、スルファジミジン、スルファ
モノメトキシン、スルファジメトキシン、スルファ
キノキサリン、オキソリニック酸、チアンフェニ
コール、オルメトプリム、トリメトプリム、ピリメ
タミン、ナイカルバジン（鶏卵のみ）、フルベンダ
ゾール、オキシテトラサイクリン（鶏卵のみ）、ク
ロルテトラサイクリン（鶏卵のみ）、テトラサイク
リン（鶏卵のみ）、アルベンダゾール、エトパベー
ト、スルファクロルピリダジン、スルファチアゾー
ル、スルファドキシン、スルファニトラン、スル
ファピリジン、スルファメトキシピリダジン、チ
アムリン、レバミゾール、スピラマイシン（鶏卵の
み）、スルファジアジン（鶏卵のみ）、スルファメト
キサゾール（鶏卵のみ）

　イ　生乳の検査項目
　　�　スルファメラジン、スルファジミジン、スルファ
モノメトキシン、スルファジメトキシン、スルファ
キノキサリン、オキソリニック酸、チアンフェニ
コール、オルメトプリム、トリメトプリム、ピリメ
タミン、ナイカルバジン、フルベンタゾール、オキ
シテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、テ
トラサイクリン、アルベンダゾール、エトパベー
ト、スルファクロルピリダジン、スルファチアゾー
ル、スルファドキシン、スルファピリジン、スル

ファメトキシピリダジン、チアムリン、レバミゾー
ル、スピラマイシン、スルファジアジン、スルファ
メトキサゾール、チアベンダゾール、キタサマイ
シン、タイロシン

　ウ　豚肉の検査項目
　　�　アルベンタゾール、エトパベート、オキソリ
ニック酸、オルメトプリム、スルファキノキサリ
ン、スルファクロルピリダジン、スルファジミジ
ン、スルファジメトキシン、スルファチアゾー
ル、スルファドキシン、スルファピリジン、スル
ファメトキシピリダジン、スルファメラジン、ス
ルファモノメトキシン、チアムリン、チアンフェ
ニコール、トリメトプリム、ピリメタミン、フル
ベンダゾール、レバミゾール

　エ　魚介類の検査項目
　　�　アルベンタゾール、エトパベート、オキソリ
ニック酸、オルメトプリム、キタサマイシン、ス
ルファキノキサリン、スルファジミジン、スル
ファジメトキシン、スルファチアゾール、スル
ファドキシン、スルファピリジン、スルファメ
トキサゾール、スルファメトキシピリダジン、ス
ルファメラジン、スルファモノメトキシン、タイ
ロシン、チアベンダゾール、チアムリン、チアン
フェニコール、チルミコシン、トリメトプリム、
ピリメタミン、レバミゾール

③　養殖魚介類中の有機スズ
　保健所東部生活衛生課の依頼により、養殖魚介類
15検体について、トリブチルスズ（ＴＢＴ）及びトリ
フェニルスズ（ＴＰＴ）の検査を行った。その結果、
全て定量限界値未満であった。
④　アレルゲン（アレルギー原因物質）
　保健所東部生活衛生課及び西部生活衛生課の依頼
により、そうざいや菓子類について特定原材料「卵」
及び「乳」を対象として検査を行った。検査は異なる
二つのキットで共に陽性の結果が得られた場合を陽
性と判断した。その結果、未表示のもので卵アレル
ギーが陽性となったものが２件、同様に未表示の乳
アレルギーが陽性となったものが２件あった。
⑤　ヒスタミン
　保健所東部生活衛生課の依頼により、魚介類と魚
介加工品45検体について食中毒の原因となるヒスタ
ミンの検査を行った。結果は全て定量限界値未満で
あった。※定量限界5mg％（5mg/100g）
⑥　水　銀
　保健所東部生活衛生課の依頼により、魚介類45検
体について水銀の検査を行った。結果は全て暫定規
制値を満足していた。
⑦　揮発性塩基窒素
　保健所東部生活衛生課の依頼により、魚介類47検
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体について鮮魚の指標である揮発性塩基窒素の検査
を行った。結果は全て鮮度良好であった。
※鮮度良好：25mg％（25mg/100g）以下
⑧　魚介類中のＰＣＢ
　保健所東部生活衛生課の依頼により、天然魚介類
15検体のＰＣＢの検査を行った。結果は全て暫定規
制値を満足していた。

（3）　健康食品中の医薬品の検査
　保健所医務薬務課の依頼により、痩身を目的とす
る健康食品５検体についてシブトラミンの検査を
行った。結果は全て定量限界値未満であった。

（4）　残留農薬の検査
①　野菜・果物
　保健所東部生活衛生課、西部生活衛生課及び学校
保健課の依頼により、野菜・果物230検体について
229種類（学校保健課依頼分にあっては232種類）（表
２）の農薬の検査を行った。結果は全て基準値以下
であった。
②　食　肉
　保健所東部生活衛生課の依頼により鶏肉２検体、
食肉センターの依頼により牛肉３検体について、塩
素系農薬３種（ＤＤＴ、ディルドリン、ヘプタクロー
ル）の検査を行った。結果は全て定量限界値未満で
あった。

（5）　食品添加物成分規格試験
　保健所東部生活衛生課からの依頼により、市内の
食品添加物製造施設３社で製造された食品添加物製
剤４検体について、陽・陰イオン交換樹脂、次亜塩素
酸ナトリウム及びアンモニアの成分規格の試験を
行った。結果は全て規格に適合していた。

（6）　牛乳等の規格試験
　保健所東部生活衛生課からの依頼により、市内で
製造される牛乳及び加工乳４検体について、乳脂肪
分、比重、酸度、無脂乳固形分の成分規格について試
験を行った。結果は全て規格に適合していた。

（7）　割りばしの防かび剤及び漂白剤の試験
　保健所東部生活衛生課及び西部生活衛生課からの
依頼により、市内で販売されている割りばし10検体
について防かび剤（チアベンダゾール、イマザリル、
オルトフェニルフェノール、ジフェニル）及び漂白剤
（二酸化硫黄又は亜硫酸塩類）の溶出試験を行った。
結果は全
て限度値を満たしていた。

（8）　食品用器具容器包装の検査
　教育委員会学校保健課からの依頼により、ＰＥＮ
（ポリエチレンナフタレート）食器の椀と皿各３検
体について、ビスフェノールＡ、フタル酸エステル類
７種及びノニルフェノールの溶出試験を行った。結
果は全て定量限界値未満であった。

（9）　家庭用品中の有害物質の検査
　保健所東部生活衛生課及び西部生活衛生課の依頼
により、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関す
る法律」に基づく検査を行った。
　乳幼児用繊維製品55検体、かつら等の接着剤２検
体、家庭用エアゾル製品３検体、家庭用洗浄剤４検体
について、表３に掲げるとおりホルムアルデヒドほ
か有害物質の検査等を行った。結果は全て規格に適
合していた。

（10）　食中毒検査
　保健所東部生活衛生課からの依頼により、食中毒
の原因に係る検査を５件行った。LC/MS/MSで測
定した結果、魚介類からヒスタミンを検出した。

（11）　地域保健総合推進事業
　健康危機管理を目的に検査精度の向上を図るため
平成30年度地域ブロック（九州）理化学部門精度管
理事業に参加した。
　参加機関は、地方衛生研究所全国協議会九州支部
会員の11研究所で、今回は、演習シナリオとして自
然毒の食中毒（トリカブト由来ハチミツ）を想定し、
ハチミツ中の原因物質（アコニチン）を推定し分析す
るという内容であった。
　全ての機関が、中毒の原因物質をアコニチンと報
告し、検出濃度から中毒症状を説明することができ、
健康危機管理における体制の確認ができたとの報告
を受けた。
（２　調査研究　「10　はちみつ中のアコニチン分
析法の検討」参照）

２　受託業務
　油症認定検診に係る血中ＰＣＢ検査
　委託元：福岡県油症対策連絡協議会
　同協議会が毎年実施している油症認定検診の一環
として、北九州市における受診者の血中ＰＣＢを分
析した。
　油症患者39名の血液、及び対照として北九州市、
福岡県及び福岡市の３分析機関でおのおの調製した
一般平常人の陰性血液並びに典型的陽性患者１名の
血液について、合計43検体の分析を行った。
　この結果は、他の検診項目の結果とともに集計さ
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れ、油症治療班が行っている治療のための基礎デー
タとして活用される。
　なお、平成24年度よりGC/MS/MSを用いた分析法
で行っている。

３　食品検査信頼性確保
　食品衛生検査施設における適正管理基準の実施に

伴い、外部精度管理調査を毎年実施している。
　平成30年度は、食品添加物２種、残留農薬及び残
留動物用医薬品の計４項目を実施し、残留農薬及び
残留動物用医薬品に課題はあったものの、その他は
良好な結果であった。
　平成30年度の実施項目は表４のとおり。

表１　試験検査件数等一覧

検査依頼機関
検査項目 保健福祉局 教育委員会

食品添加物

保存料・甘味料 安息香酸、ソルビン酸、
サッカリンナトリウム等 214

着色料 酸性タール色素 176

発色剤 亜硝酸根 35

酸化防止剤 BHA、BHT、TBHQ 20

漂白剤
二酸化硫黄 19

過酸化水素 10

防かび剤 18 3

食品中の有害物質等

貝毒 5

残留動物用医薬品

鶏卵・鶏肉・生乳 7

豚肉 26

魚介類 30

養殖魚介類中の有機スズ 15

アレルゲン 32

ヒスタミン 25

水銀 45

揮発性塩基窒素 47

魚介類中のPCB 15

健康食品中の医薬品 5

残留農薬
野菜・果実 219 11

食肉（DDT等） 5

食品添加物成分規格試験 4

牛乳等の規格試験 4

割りばし
防かび剤 10

漂白剤 10

食品用器具容器包装の
検査

ビスフェノールA 6

フタル酸エステル類 6

ノニルフェノール 6
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表２　残留農薬検査対象物質（232種類）　その１

No. No. No.

1 38 78

2 39 79

40 80

41 81

42 82

4 EPN 43 83

5 EPTC 44 84

6 TCMTB 45 85

7 XMC 46 86

8 87

9 88

10 48 89

11 49 90

12 50 91

13 51 92

14 52 93

15 53 94

16 54 95

17 55 96

18 56 97

19 57 98

58 99

59 100

21 60 101

22 61 102

23 62 103

24 63 104

64 105

65 106

26 66 107

27 67 108

28 68

29 69

30 70 110

31 71 111

32 72 112

33 73 113

34 74 114

35 75 115

36 76 116

37 77 117

3

25

109

47

20
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表２　残留農薬検査対象物質（232種類）　その２

No. No. No.

118 159 200

119 160 201

120 161 202

121 162

122 163

123 164

124 165 204

125 166 205

126 167 206

127 168 207

128 169 208

129 170 209

130 171 210

131 172 211

132 173 212

133 174 213

134 175 214

135 176 215

136 177 216

137 178 217

138 179 218

139 180 219

140 181

141 182

142 183

143 184

144 185

145 186 222

146 187 223

147 188 224

148 189 225

149 190 226

150 191 227

151 192 228

152 193 229

153 194 230

154 195 231

155 196 232

156 197

157 198

158 199

203

220

221
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表３　家庭用品中の有害物質の検査項目等一覧

検査項目
検体名

ホルムアルデヒド
メタノール

水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、
塩化水素又は硫酸、

容器試験24月以内 その他

おしめ 2

おしめカバー 2

よだれかけ 8

下着 6 4

中衣 8

外衣 8

手袋 2

くつ下 3 3

帽子 4

寝衣 4

寝具 1

かつら等の接着剤 2

家庭用エアゾル製品 3

家庭用洗浄剤 4

合　計 48 9 3 4

表４　外部精度管理調査の実施項目一覧

項　　目 対象物質 試　　料

食品添加物Ⅰ 着色料 あん類

食品添加物Ⅱ ソルビン酸 あん類

残留農薬

フェニトロチオン

とうもろこしペーストクロルピリホス

フェントエート

残留動物用医薬品 スルファジミジン 豚肉（もも）ペースト


